
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
号

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
二
条
並
び
に
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
一
条
　
国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
指
定
物
資
の
品
目
別
の
販
売
価
格

二
　
指
定
物
資
の
品
目
別
の
生
産
費
、
輸
入
価
格
又
は
仕
入
価
格
並
び
に
販
売
費
用
及
び
利
潤

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
物
資
の
品
目
別
の
取
引
数
量
、
取
引
先
、
取
引
条
件
そ
の
他
の
取
引
に
関
す
る
事
項

四
　
標
準
価
格
が
小
売
業
を
行
う
者
の
販
売
価
格
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
標
準
価
格
に
係
る
指
定
物
資
の
小
売
業
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
標
準
価
格
及
び
そ
の
指
定
物

資
の
販
売
価
格
の
表
示
の
状
況

２
　
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
関
連
物
資
等
の
生
産
、
輸
入
、
販
売
若
し
く
は
輸
送
又
は
当
該
生
活
関
連
物
資
等
に
係
る
物
品

の
保
管
の
事
業
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
生
活
関
連
物
資
等
の
生
産
、
輸
入
、
販
売
、
輸
送
又
は
保
管
に
関
す
る
業
務
又
は
経
理
の
状
況
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
）

第
二
条
　
法
及
び
こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
価
格
の
決
定
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
価
格
の
改
定
、
法
第
六
条
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴

収
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
指
定
物
資
の
生
産
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

二
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
等
で
そ
の
指
示
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
大
臣

イ
　
生
活
関
連
物
資
等
の
生
産
の
事
業
を
行
う
者
の
そ
の
生
産
に
係
る
生
活
関
連
物
資
等
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
生
活
関
連
物
資
等
の
生
産
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

ロ
　
生
活
関
連
物
資
等
の
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
の
そ
の
輸
入
に
係
る
生
活
関
連
物
資
等
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
生
活
関
連
物
資
等
の
輸
入
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
、
生
産
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
及
び
販
売
の
事

業
を
所
管
す
る
大
臣

ハ
　
生
活
関
連
物
資
等
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
の
そ
の
販
売
に
係
る
生
活
関
連
物
資
等
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
生
活
関
連
物
資
等
の
販
売
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

三
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
等
で
そ
の
指
示
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
生
活
関
連
物
資
等
の
輸
送
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

四
　
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
等
で
そ
の
指
示
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
生
活
関
連
物
資
等
に
係
る
物
品
の
保
管
の
事
業
を
所
管
す

る
大
臣

（
協
議
）

第
三
条
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
価
格
を
定
め
、
若
し
く
は
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
価
格
を
改
定
す
る
場
合
又
は
法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
を
制
定
し
、
若
し
く
は
改
正
す
る
場
合

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
総
理
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
事
務
等
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
並
び
に
そ
の
権
限
に
係
る
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
指
定
物
資
を
販
売
す
る
者
（
小
売
業
を
行
う
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
事
業
場
が
一
の
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
区
域
内
の
み
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
す
る
も
の
　
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長

二
　
指
定
物
資
を
販
売
す
る
者
（
小
売
業
を
行
う
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
事
業
場
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
み
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
（
前
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
　
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事

三
　
指
定
物
資
の
小
売
業
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
　
そ
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
事
業
場
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指

定
都
市
の
長
）

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

３
　
第
一
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
中
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
主
務
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に

適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
並
び
に
そ
の
権
限
に
係
る
同
条
第
四
項
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
委
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
そ
の
指
示
に
係
る
輸
送
を
す
べ
き
区
間
が
一
の
地
方
運
輸
局
又
は
運
輸
監
理
部
の
管
轄
区
域
（
近
畿
運
輸
局
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
示
に
係
る
輸
送
の
事
業
が
国
土
交
通
省
組

織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
（
以
下
「
海
事
に
関
す
る
事
務
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
神
戸
運
輸
監
理
部
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内
で

あ
る
も
の
及
び
そ
の
権
限
に
係
る
法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
　
当
該
区
間
を
含
む
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
海
事
に
関
す
る
事
務
に
係
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
係
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
　
輸
送
の
事
業
を
行
う
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

1



三
　
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
並
び
に
そ
の
権
限
に
係
る
同
条
第
四
項
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
関
連
物
資
等
に
係
る
物
品
の
保
管
場
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
一
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
月
二
八
日
政
令
第
一
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
二
四
日
政
令
第
一
七
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
一
日
政
令
第
一
九
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
四
月
二
七
日
政
令
第
七
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
七
日
政
令
第
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め
の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
法
の
施
行
前
に
新
潟
海
運
局
長
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ

の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
新
潟
海
運
監
理
部
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
す
。

３
　
改
正
法
の
施
行
前
に
新
潟
海
運
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
政
令
に
よ
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
新
潟
海
運
監
理
部
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
六
日
政
令
第
一
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長
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東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
七
日
政
令
第
三
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
七
日
政
令
第
二
〇
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
一
一
日
政
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
は
、
同
条
に
規
定
す
る
譲
渡
の
う
ち
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
二
二
日
政
令
第
一
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
（
改
正
後
の
第
一
条
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
改
正
後
の
第
二
条
に
規
定
す
る
譲
渡
の
う
ち
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
八
日
政
令
第
二
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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